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総務部財政課  

 

 

 

 

 

 

 予算案の主な概要  

１ 補正予算の規模  

  補正前 ３２５億５ ,７００万２ ,０００円  

  補正額     ３ ,４６５万７ ,０００円（０．１１％増）  

  補正後 ３２５億９ ,１６５万９ ,０００円  

 

２ 令和５年秋開始接種にかかる経費（見込み）    約２億１ ,０００万円  

 

  ※医療従事者等報償費、接種案内郵送代、予防接種健康被害給付金など当初  

予算及び補正予算第１号で計上した既定予算額の範囲内で執行可能な経費  

については対応し、予防接種委託料、会場設営委託料など不足する関連経費  

を計上するもの。  

 

     令和５年度木津川市一般会計補正予算 

     第４号について（概要） 

 令和５年度補正予算第４号は、国において、新型コロナウイルスワクチン接種の

方向性が示されたことに伴い、初回接種（１・２回目接種、生後６か月から４歳以

下の方は１・２・３回目接種）を終了したすべての方を対象とする令和５年秋開始

接種に必要な予算を計上するものである。  

令和５年度一般会計補正予算第４号附属資料  



令和５年度　木津川市一般会計補正予算第４号【概要】

32,557,002千円     

34,657千円           

32,591,659千円     

15,546千円        

19,111千円        

衛生費国庫負担金

衛生費国庫補助金

歳 入

款 概 要

既 定 予 算 額

補 正 額

補 正 後 予 算 額

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金：19,111千円増
（178,087千円）
　※新型コロナウイルスワクチン接種の実施にかかる費用分

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金：15,546千円増（126,212千
円）
　※新型コロナウイルスワクチン接種の実施にかかる費用分

15 国 庫 支 出 金
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　令和５年度一般会計補正予算第４号　施策の概要
（単位：千円）

科　　　　　目 款 項 目

所　　　　　管

事　　　　　業

市 総 合 計 画
（ 基 本 計 画 ）
の 位 置 付 け

事 業 期 間

予 算 額の概要

補　正　前

補　正　額

補　正　後

補 正 予 算 額
の 主 な 内 訳

主 な 特 定 財 源

政 策 を 必 要 と
す る 背 景 及 び
提 案 の 経 緯

市 民 参 加
の 状 況

将 来 に わ た る
効 果 等

（単位：千円）

科　　　　　目 款 項 目

所　　　　　管

事　　　　　業

市 総 合 計 画
（ 基 本 計 画 ）
の 位 置 付 け

事 業 期 間

予 算 額の概要

補　正　前

補　正　額

補　正　後

補 正 予 算 額
の 主 な 内 訳

主 な 特 定 財 源

政 策 を 必 要 と
す る 背 景 及 び
提 案 の 経 緯

市 民 参 加
の 状 況

将 来 に わ た る
効 果 等

350,141 349,962 179

パートタイム職員報酬：158千円増（3,691千円）、フルタイム職員手当：92千円増（245千円）、パートタイム職員手当：
76千円増（449千円）、社会保険料：80千円増（405千円）、予防接種委託料：15,546千円増（68,132千円）、産業廃
棄物処分委託料：155千円増（635千円）、警備委託料：2,084千円増（4,408千円）、会場設営委託料：12,449千円増
（63,449千円）、人材派遣業務委託料：4,017千円増（44,648千円）

　※初回接種（１・２回目接種、生後６か月から４歳以下の方は１・２・３回目接種）を終了したすべての方を対象とする
令和５年秋開始接種に必要な費用

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金：15,546千円　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
費国庫補助金：19,111千円

　新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備を行い、市民の接種機会を設ける。

315,484

34,657 34,657

315,305

市債

【基本方針２　誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり】
　政策分野３　健康　施策①保健・医療（救急）

令和２年度から 新規・継続 継続

179

その他 一般財源本年度予算額 国庫 府

衛生費 保健衛生費 予防費

健康福祉部　健康推進課

3802 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

新規・継続

本年度予算額 国庫 府 市債 その他 一般財源

当該補正予算において、新たに予算事業名称を作成したもの
を「新規」とし、それ以外のものは、原則、「継続」としています。

金額の表記は、原則として、費目ごとの補正額を記載し、（ ）内に補正
後の予算額を記載していますが、予算の使途を明確にするため、事項
ごとに費目ごとの金額を記載している場合もあります。その場合は、そ
の事項に相当する補正後の金額を（ ）内に記載しています。

年度によって変わるものではない当該事業の基本情報を記しています。

（補正予算の特徴等を記しているものではありません。）

記 載 例
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